
熊本県環境生活部環境局循環社会推進課
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令和８年３月

災害廃棄物処理
初動対応マニュアル



１ 災害廃棄物処理の重要性
  （１）災害廃棄物とは

（２）初動対応と平時からの備えの重要性

２ 主な初動対応
（１）仮設トイレの設置・し尿処理

（２）生活ごみ・避難所ごみの収集・処理

（３）仮置場の設置・運営

３ その他、留意事項

４ 災害時支援協定
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１ 災害廃棄物対策の重要性
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（１）災害廃棄物とは

（２）初動対応と平時からの備えの重要性
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自然災害に直接起因して発生する廃棄物のうち、
生活環境保全上の支障へ対処するため、市区町
村等がその処理を実施するもの」（環境省「災害廃棄物
対策指針」［用語の定義］）

（１）災害廃棄物とは

■自然災害に直接起因
豪雨、台風、高潮、地震、津波など

■市区町村等が処理を実施
「災害廃棄物 ＝ 一般廃棄物」 ⇒ 市町村に処理責任がある

【災害発生時に処理が必要な廃棄物】

・生活ごみ
・避難所ごみ（避難所から排出されるごみ）
・災害廃棄物（片付けごみ、解体廃棄物 等）
・仮設トイレのし尿

災害等廃棄物処理
事業費補助金の対象外
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災害時には大量かつ様々な性状の廃棄物を短期間で
処理しなくてはならない。

災害時に発生する一般廃棄物

災害時に発生する一般廃棄物と処理
（出典：災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き（R3.3改定）環境省から）
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木くず
（家具、柱、梁、水害による流木など）

コンクリートがら
（ブロック塀、建物の基礎など）

廃瓦
（セメント瓦、焼瓦など）

金属くず

熊本地震で発生した災害廃棄物①
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ガラス・陶磁器くず 廃家電

石膏ボード
（建物の壁材など）

危険物・処理困難物
（ガスボンベ、太陽光パネルなど）

熊本地震で発生した災害廃棄物②

(注)良くない
置き方
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浸水した家具類

土砂が付着した廃家電

令和２年７月豪雨で発生した災害廃棄物

浸水した畳

土砂混じりがれき
※ 土砂とがれき（廃棄物）の分別作業
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項目 地震 水害・津波

発生しやすい
廃棄物

・屋根瓦、ブロック塀、茶わん、ガラ
ス（落下等により破損したもの）

・規模が大きい場合は損壊家屋等
の解体によって生じるがれき類（コ
ンクリートがら、廃瓦、木材、金属
等）

・水につかった家財類（家具、布団、
畳、ソファ等）

・土砂に流木や草等が混じった混合
廃棄物（土砂混じりがれき）

廃棄物の性状 ・土砂の付着は比較的少ない

・土砂が付着している

・水にぬれ腐敗しやすく、悪臭や火災
が発生するリスクが高い

排出のされ方

・片付けに伴うごみは、余震が落ち
着いてから一斉に排出される

・解体に伴うごみは個々の家屋等
の解体時に順次排出される

・発災後、水が引き片付けが始まると
一斉に排出される

・水に浸かり搬出し難いため、被災現
場の近隣に排出されることが多い

地震と水害・津波で発生する災害廃棄物の特徴
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①住居等の被災により、被災者は避難所や仮設住宅等
での生活を強いられる

②ごみの片付け、被災家屋の補修（解体）が進まないと、
被災者は、生活再建のステージに進めない！

③災害廃棄物の処理が復旧・復興の第一歩となる！

大規模災害時において、
なぜ災害廃棄物の処理が重要なのか？

災害廃棄物の円滑な処理が、復旧・復興を
加速化！
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（２）初動対応と平時からの備えの重要性

平成３０年７月豪雨災害で発生した災害廃棄物
（岡山県倉敷市真備町）

仮置場が決まっておらず、収集・処理体制の準備等が不十分な
状態で、家の前にごみを出すよう住民に周知した結果、道路や鉄
道の高架下にまでごみが置かれた。（“ごみがごみを呼ぶ”状態）

適切な初動対応がその後の流れを決める！
“先手必勝”



熊本地震において災害廃棄物を２年以内に処理できた要因

関係団体との連携

・廃棄物の収集・運搬・処理、仮設トイレやし尿処理等に係る災害時の支援協
定を関係団体と事前に締結していたことで、初動対応が比較的スムーズに実
施。

災害廃棄物処理計画の策定と他県や環境省の支援

平時からの関係団体との連携と
災害時の備え（計画や受援体制）が重要！

・被災家屋の解体や廃棄物の処理を進める中で発生する様々な課題に対し
て、関係団体との協議・調整を行い、また、関係団体の支援により処理が加
速化。

・「熊本県災害廃棄物処理計画」を、地震の直前（平成２８年３月）に策定

・宮城県など東日本大震災の経験自治体や環境省から、現在必要となる情
報に加え、一歩先に必要となる情報や資料（電子データを含む）が提供され、
円滑に業務を進めることができた。
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２ 主な初動対応
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（１）仮設トイレの設置・し尿処理

（２）生活ごみ・避難所ごみの収集・処理

（３）仮置場の開設
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（１）仮設トイレの設置・し尿処理

発災直後の避難所

住民が一度に多数避難したため、施設のトイレや仮設トイレが不足

新型コロナウイルス感
染症対策で、避難所
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避難所の開設に伴う
仮設トイレの必要数

の把握

・仮設トイレの手配について、防災担当部局（災害対策本部）、
下水道担当部局、廃棄物担当部局など、事前に担当部局を
決定しておき、災害時は窓口を一本化して対応
・必要基数を５０人当たり１基（発災当初）、女性と男性の割合
が３：１（※）を目安に準備
※避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針（R6.12改定）（内閣府）より

STEP1

仮設トイレの
手配・設置

STEP2

仮設トイレの管理
汲み取り（収集運搬）

STEP3

・備蓄の活用、地元業者等からのレンタルや熊本県環境事業
団体連合会との支援協定に基づく手配
・設置場所／数量／和式・洋式の別を添えて支援を要請

・管理体制（汲み取り頻度・衛生管理など）を早期に決定する。
・様々なタイプのものがあるため、使用方法等について避難者
への周知が必要。
・収集運搬車両が不足する場合は、近隣市町村や支援協定に
基づく支援を要請する。

し尿の処理

STEP4
・平時に処分しているし尿処理施設が被災している場合は、近
隣市町村のし尿処理施設での処理を依頼する。
※熊本地震では、マンホールへの直接投入の事例有り

基本的な対応の流れ
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令和２年７月豪雨における対応と課題 ～仮設トイレの設置～

■避難所以外（住宅地等）にも仮設トイレを設置。

在宅避難者（※）、片付けを行う被災者・ボランティア等が利用。

※浸水によりトイレが使用不能となった家屋等も多かった。

《今後の災害に備えた課題》

■高齢者が多い避難所には多目的トイレを設置。

《ニーズに合わせた仮設トイレの設置》

■仮設トイレは「和式トイレ」が多く、高齢者等が利用できないことがあった。

仮設トイレの支援要請を行う際は「和式」「洋式」の別も要請、
「洋式トイレ」を一定数確保するよう留意する。

街中に設置された仮設トイレ（人吉市） 多目的トイレ（球磨村）

注）避難所以外への設置は
災害救助法の補助対象外

↑の多目的トイレは民間団体からの支援物資
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熊本地震発災直後のごみステーション（熊本市）

道路上に集積された生活ごみ（可燃、不燃）、
片付けごみ（家電、家具）
（※熊本市は約２万箇所）

（２）生活ごみ・片付けごみの収集・処理
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回収方法の決定
住民への周知

・平時の収集体制（直営・委託）での収集が可能か（パッカー車
が足りるか）を確認する。
・難しい場合は、近隣自治体への支援依頼や熊本県清掃事業
協同組合との支援協定に基づく支援要請を行う。

処 理

STEP3

収集・運搬

STEP1

「生活ごみ」とは、平時にステーション回収をしている可燃ごみや資源ごみをいい、仮置  
場に持ち込むいわゆる「片付けごみ」と区分している。
  ※熊本地震の際、発災当初、片付けごみも生活ごみと併せて、ステーション回収を

   行った事例もある。（熊本市など）

STEP2

・平時よりもごみの量が増加することを踏まえ、回収日や品目
などのルールを決める。
・住民に対し、ステーション回収するごみと仮置場へ持ち込む
べきごみとの区別等について、明確に示すことが重要

・平時に処分している処理施設（焼却施設等）が被災している
場合は、近隣の処理施設等での処理を依頼する。
・事前に、近隣施設と被災時の受入れについて協議しておく
など、平時の関係づくりが重要。

基本的な対応の流れ
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住民への周知

■分別を徹底することが災害廃棄物の適正かつ迅速な処理につながるため、
分別方法や仮置場の場所・配置等をできる限り早期に住民へ周知することが
重要。

地震の場合は、余震等がおさまってから屋内を片付けるが、水害の
場合は、水が引いたらすぐに片付けがはじまり、災害廃棄物が排出
されるため、迅速な周知・対応が必要。

【周知する項目例】
・分別方法（可能な限り平時の分別を基本とする）
・収集方法
・仮置場の案内図、持込禁止品目、災害廃棄物であることの証明方法
（罹災証明書等） など

■周知手法としては、チラシ（回覧、地区掲示板、ゴミステーションでの掲示）、
避難所での掲示、防災行政無線、ホームページ、ＳＮＳ、新聞等が考えられる。

可能な限り紙媒体での周知を心掛ける。（音声媒体だと、情報が一
過性のものになり、混乱が生じる可能性がある）高齢世帯には特に
配慮が必要。

平時の段階で「災害時でも分別が必要なこと」、「仮置場への搬入方
法」、「仮置場で受け入れない品目」を周知しておくことが重要
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平時からの住民への周知の例（西原村・ごみカレンダー）
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平時からの住民への周知の例
（御船町「災害時のごみ出しハンドブック」を全世帯に配布）
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《浸水した畳、家具等》
・ 浸水による重量増加、家具等の大型廃棄物の発生
・ コロナ禍におけるボランティアの不足
・ 道路脇、近隣の空き地などへの搬出

非管理の仮置場（いわゆる「勝手仮置場」）が発生！

令和２年７月豪雨における対応 ～非管理仮置場対策の徹底～
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非管理仮置場の放置すると“ごみがごみを呼ぶ”状態に。
「迅速な処理」と「発生抑制」が重要！

① 排出された片付けごみ、生活ごみの迅速な処理
■自衛隊等と連携した大型ごみの分別・収集支援。

■県内外自治体の支援を受け、収集・運搬体制を強化。

② 路上や空地等への排出を防ぐ
■片付けごみ・土砂混じりがれきの搬出・収集・運搬の民間委託により、

 搬出困難者（高齢者世帯等）を支援

■仮置場を迅速に設置し、片付けごみの受入体制を整備。

大型災害ごみ一掃作戦（人吉市）
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令和２年７月豪雨を踏まえた初動対応（重点的な対策）

腐敗物等 焼却施設

①可燃物の
早期処理

（腐敗防止）

ごみ
ステーション

優先収集

可燃物が腐敗しないよう優先的に収集・処理

○ 腐敗性の生活ごみ（食品残さ等）は、優先的な収集・処理が必要

○ 片付けごみの搬出は被災者自らが実施することが原則だが、
『 非管理仮置場の解消など、迅速な対応が必要な場合 』
『 高齢者や搬出車両がない方など、搬出困難者への支援 』
については、市町村による対応も検討が必要。



搬出困難者に対する特別収集の実施

搬出困難者
の片付けごみ

③搬出困難者
の支援

市町村による搬出
（委託or自前or応援）

特別収集（国庫補助対象）

非管理仮置場の解消、拡大防止

②非管理の
仮置場解消

解消：市町村による搬出
（委託or自前or応援）

仮置場
非管理
仮置場

拡大防止：禁止張紙・ロープ封鎖（可燃物処理）

片付けごみ

仮置場
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特別収集（国庫補助対象）
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住民に対する分別搬入の周知や仮置場の管理者、誘導員等の配置が困難であったため、
混合廃棄物の状態で搬入された

搬入を待つ車両の長い列

熊本地震における発災当初の仮置場

処理困難物（消火器・塗料等）

（３）仮置場の設置・運営
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設置の判断
設置場所の選定

・仮設住宅用地との競合により難航するケースも多いため、平時からの十分
な調整が必要。

・候補地選定のポイントついては、P29、30参照。
・仮置場の管理運営を委託する場合は、事前に地域内の一廃処理事業者や熊

本県産業資源循環協会に候補地として適切なものかどうか意見を聞く。

STEP1

搬入ルール等の決定
人員の確保
住民への周知

STEP2

開設
管理・運営

STEP3

搬出・処理

STEP4

・受入（分別）品目、場内レイアウトを決定（P42参照）。
・特に開設直後は、交通誘導や分別指導のために、かなりの人数が必要と
なるため、業務委託等を活用するなど人員の確保が必要（P31参照）。

・住民への周知は可能な限り早期に行う。

・過去災害において、事業者による支援の有無で仮置場の運営に大きな差
が生じた事例もあり、災害の規模が大きい場合は、仮置場の管理運営を
事業者（地域内の一廃処理事業者や熊本県産業資源循環協会との支援要
請に基づく要請等）への委託を念頭に置く必要あり（P38～41参照）。

・処理終了後に土壌汚染が問題になることがあるため、開設前に土壌採取
をしておく（この時点では分析は不要）。

・搬出先の調整や収集運搬については、支援協定等に基づき、事業者の協
力を得て実施。

・市町村においても、廃掃法に基づく処理先の（現地）確認や、区域外処
分に係る通知・事前協議等の事務が必要。

基本的な対応の流れ



■浸水被害や他用途への利用により、災害廃棄物処理計画における候補地
 が使用できず、発災後に仮置場を確保する必要が生じた。
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令和２年７月豪雨における課題 ～仮置場の設置・運営～

《仮置場候補地の選定》

・地震、風水害など様々な災害を想定した候補地を選定する。

・災害の規模や被災状況によっては候補地が他用途に利用されるこ
ともあるため、複数の候補地を選定する。

《仮置場開設の準備不足》

■仮置場設置を急ぐあまり、事前準備が不十分なまま開設。交通渋滞など
 混乱が生じ、仮置場の一時閉鎖・レイアウト見直し等が必要となった。

・平時から、仮置場レイアウトや開設時の準備作業（敷鉄板、重機進
入路確保など）、分別ルールの周知方法、交通渋滞対策などの運
営方針を検討しておく。

・検討の際、仮置場の運営・管理を担う廃棄物処理事業者と情報共
有・事前協議（現地確認を含む）を行っておくことで、発災時のス
ムーズな設置・運営につながる。
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仮置場候補地選定の主なポイント

項 目 ポイント（留意すべき事項）

所有者

【公有地（グラウンド、公共施設の駐車場、公園等）】
・法令・条例上等の規制の有無や使用手続き等の確認
【民有地】
・所有者への使用条件（賃借料・形状変更の可否等）の確認

使用状況
・災害時の他用途（避難所、仮設住宅、自衛隊の野営上等）への
利用見込みがない
・長期間の使用ができる

面積・形状・地盤

・発生推計量に基づいた十分な面積の確保（概ね0.5～2ha程度）
・平坦で、形が整っている土地
⇒ 不整形地や間口が狭い土地は、車両の動線確保が困難
・地盤強度がある（大型車の頻繁な通行に耐えられるか）
⇒ 場合によっては、砕石舗装や敷鉄板等での補強も検討

周辺環境
・住家や病院、小学校等に近接する土地は避ける
⇒ 騒音や交通渋滞の発生、薬剤散布等のおそれがある

交通アクセス
・被災者の生活エリアから、近からず、遠からず
・接面道路の幅員が広い
・幹線道路や高速道路に比較的近い（搬出の回転を上げるため）

その他 ・河川敷やがけ地など、二次災害のおそれがある場所は避ける
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仮置場の設置方法別のメリット、デメリット

設置方法 メリット デメリット

仮置場を市町村内に
少数設置

・人員を少数の課置場に集中させるこ
とが可能となり、分別指導が徹底で
きる

・一定規模の面積があるため、仮置場
で分別まで行い搬出することができ
る

・一定規模の面積を確保する必要がある

・交通渋滞が発生する可能性がある

・仮置場に直接搬入できない者への対応が
別途必要になる

仮置場を市町村内に
比較的多数設置

・住民に身近な地域毎に設置でき、搬
入の負担が軽減できる

・比較的小規模の土地でも仮置場とし
て活用できる

・仮置場の管理に多くの人員が必要

・分別困難（分別指導が徹底しづらく、分
別されない場合、仮置場内が混合廃棄物状
態になり、便乗ごみも多く搬入される）

・一度に大量に搬入されると、すぐに飽和
状態となり閉鎖せざるを得ない

・狭隘道路に面している場合、大型トラッ
クの出入りができず、搬出コストがかさむ

・別途二次仮置場が必要となる場合がある

ごみステーション等
で収集

・住民に身近な地域毎に設置でき、搬
入の負担が軽減できる

・新たに仮置場を確保する必要がない
（既存のごみステーションを活用す
る場合）

・生活ごみと同一の排出場所となるため、
分別が徹底されにくく、混合廃棄物となる
可能性がある

・収集作業のため、多くの収集運搬車両を
確保する必要がある

・収集が遅れると、道路上に廃棄物が溢れ
車両の通行に支障が出るおそれがある

・別途二次仮置場が必要となる場合がある
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仮置場の管理運営に係る対応者と対応内容（例）

対応者 対応内容

○市町村職員

≪仮置場内≫

受付（被災者であるかどうか、搬入物が災害廃棄物であるか

どうかの確認）、分別指導、搬入者とのトラブル対応 等

≪庁舎内≫

処理先の確保、域外処理に係る廃掃法上の事務処理手続き、

契約事務手続き

○誘導、荷下ろし補助に係る業務委託事業者

・警備業務等を行う民間事業者

・シルバー人材センター 等

○他自治体からの応援職員

○関係団体 等

搬入車両の誘導、分別指導 等

○仮置場管理運営に係る業務委託事業者

・地域内の一般廃棄物処理事業者

・産業源循環協会の会員事業者（支援協定）

仮置場の運営管理、荷下ろし補助、処理先の確保、搬出車両

の手配 等

○収集運搬業者

○処理事業者
廃棄物の収集運搬、廃棄物の処理処分

【ポイント】役割分担し、職員でしかやれない事に特化して対応
大規模な仮置場になれば、仮置場内に２０～３０人程度人員が必要（職員だけで対応するのは困難）
業務委託等を含め、外部人材を活用し仮置場の管理運営を行っていく必要がある
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仮置場受付時の留意事項（便乗ごみ搬入を防ぐ）

受付方法 メリット デメリット

市町村窓口で搬入許可書等を発行、
当該許可書等を持参した者のみ搬
入を受入れる

・便乗ごみ搬入を防ぐ効果が期待
できる

・短時間で受付可能（受付時、許
可書を提示してもらいそれを確
認するのみ）

・搬入許可書発行のための、窓口
を作る必要あり（別途人員確保
必要）

仮置場受付で免許書等で所在地を
確認、併せて自宅が被災状況の写
真提示を求める

・便乗ごみ搬入を防ぐ効果が期待
できる

・受付の際、被災者であるかどう
か確認の手続きが必要

口頭で被災者かどうか確認
・短時間で受付可能（受付時、口
頭確認のみ）

・口頭確認のみであり、便乗ごみ
を搬入される可能性が高い

【ポイント】被災者であるかどうか根拠資料を求め確認する
③の口頭確認だけではどうしても便乗ごみが搬入される可能性が高くなる
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仮置場における分別の重要性

《スムーズな搬入による交通渋滞の防止》

・ 搬入の際、事前に分別を行っておくことで、仮置場内での積み下ろしが
スムーズになり、搬入車両による交通渋滞の発生を防止できる。

・ 片付けごみの搬入が短時間で完了するため、搬入者（被災者、ボランティ
ア等）にとってもメリットが大きい。

⇒ 搬入時点で分別されていると、仮置場内での分別管理が容易となり、
 災害廃棄物処理全体の迅速化につながる。

搬入時の分別
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《衛生・安全管理》

・ 分別を徹底することで、腐敗性の高い廃棄物や発火性のある畳や木くず
の混入を防ぎ、個別に管理することで、悪臭・害虫・火災が予防できる。

《処理期間の短縮と処分費用の抑制》

・ 適切な分別により、リサイクル率が向上し、処理期間の短縮と処分費用
の抑制につながる。

・ 仮置場内での分別を徹底することで、処分事業者への迅速な搬出が可能
となる。

・ スムーズな搬入・搬出のサイクルを構築することで、新たに廃棄物を受け
入れる容量が確保でき、継続的な災害廃棄物の受入れが可能となる。

仮置場における分別

《搬出の迅速化による継続的な受入体制の構築》
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①分別せずに搬入されたごみ（混合廃棄物）は、引き取
り手（処理先）が少ない

②ごみが仮置場（ステーションなどの集積所を含む）に
溜まり、パンクする

③仮置場でのごみの受入れができなくなる

④家の片付けが進まず、復興が進まない

なぜ分別が必要（重要）なのか？①
～廃棄物は品目・性状によって処理方法が違う！～

分別することで、品目・性状に合った処理事業
者に搬出し処理することができる！

コンクリートがら

1,507千ｔ（48.5％）
・建設資材（県内）

・建設資材（県内）

・セメント原燃料（県外）

・埋立処分（県内）

＜処理＞ ＜最終処分又はリサイクル＞

破砕

瓦類等

321千ｔ（10.3％）

木くず

475千ｔ（15.3％）

金属くず

26千ｔ（0.8％）

可燃物

可燃系混合物

169千ｔ（5.4％）

・バイオマス燃料（県外）

・セメント原燃料（県外）

・マテリアルリサイクル（県内・県外）

・焼却処分（県内・県外）

・マテリアルリサイクル（県内）

・サーマルリサイクル（県内・県外）

・セメント原燃料（県外）

・マテリアルリサイクル（県内・県外）

・焼却処分（県内・県外）

・埋立処分（県内）

・建設資材（県内）

・セメント原燃料（県外）

・マテリアルリサイクル（県内・県外）

・覆土材利用（県内）

・埋立処分（県内・県外）

不燃物

不燃系混合物

611千ｔ（19.7％）

＜仮置場＞

コンクリートがら

自然石

セメント瓦

焼瓦（陶器瓦）

木くず

生木

抜根

金属くず

ガラス・陶磁器

畳・むしろ

布団

廃プラスチック

可燃混合物

石膏ボード

ソファ・マット

スレート

サイディング

解体残さ

処理困難物

家電４品目

破砕

破砕

破砕

選別

・専門事業者でリサイクル

選別

・家電ﾘｻｲｸﾙ法に基づくリサイクル

＜発生量＞

災害廃棄物

発生量

3,109千ｔ
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①分別せずに搬入されたごみ（混合廃棄物）は、分別に
多大な時間が必要

②ごみが仮置場（ステーションなどの集積所を含む）に
溜まり、パンクする

③仮置場でのごみの受入れができなくなる

④家の片付けが進まず、復興が進まない

なぜ分別が必要（重要）なのか？②
～住民の方に理解してもらうために～

分別は“地域のため、自分のため”に必要！
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令和２年７月豪雨における対応 ～分別搬入の促進～

《ファストレーン（単一品目優先搬入レーン）の設置》

■人吉市では、仮置場開設当初、搬入車両による大規模な交通渋滞が発生、
 仮置場の一時閉鎖やレイアウトの見直し等が必要となった。

分別済みの単一品目を優先的に受け入れる「ファストレーン」設置（分
別搬入の促進・迅速化）などの運用改善を図り、交通渋滞を解消。

ファストレーン設置イメージ
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被害が甚大だったA市、B町ともに、迅速に仮置場を設置・開設し
廃棄物の受け入れを開始

事業者による支援の有無で仮置場の運営に差が出た事例～
令和元年８月豪雨(佐賀県）～

・市職員が中心となり、仮置
場を運営
・仮置場が満杯となり、閉鎖
と新たな仮置場開設の連鎖
・仮置場からの搬出が滞り、
近隣住民からは苦情

A市（人口約４．９万人） B町（人口約６．７千人）

・小規模な自治体であるため、
自力での運営は困難であっ
たため、事業者に支援を要
請し、処理事業者が仮置場
を運営・管理を支援
・搬入量が増加したが、搬出
をしながら受入れを継続

大きな差が生じる結果に



A市の仮置場

写真提供：株式会社環境と開発

人力でごみが平面的に積まれているの
で、スペースがすぐ無くなる

敷地一杯までごみを
置いている

アタッチメント（つかみ）が付
いていない重機

搬入車両と搬出車両の動線が重複し、
搬出作業をしている時に、搬入できない
ことも

出入口
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B町の仮置場

写真提供：株式会社環境と開発

重機を使って積み上げながら、
平面的なスペースを確保

出入口

【搬出】ごみを取り囲むように搬出車両の動線を確保す
ることで、搬出作業を行いながら搬入ができ、場内の渋
滞防止や事故防止にもつながる
（赤線：搬入車両、青線：搬出車両）

【搬入】受付で搬入車両に行き先を指示し、
各エリアに搬入される品目を伝えることでスムーズ
に搬入

1

2

3

4

5

6

7

8
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■人員は限られている（災害により膨大な業務量を処理する必要あり）

■役割分担を行い「事業者の得意分野は事業者に任せる」「行政は行政が

やるべき事に注力する」

事業者に委託 行政がやるべきこと

・仮置場内の管理運営

・仮置場内の交通誘導、積み下ろし補助

・搬出車両や搬出先の調整

・仮置場の受付業務（被災者であるかど
うかの確認、被災者とのトラブル処
理）

・住民に分別の必要性や仮置場に持ち込
む際の留意事項の広報

・委託契約等の事務

・廃棄物処理法上の手続き
（域外搬出時の受入自治体との調整等）

仮置場管理運営のポイント



道路

⑩不燃物
その他家電

①畳

②布団
ソファ・マット

④木くず

⑦コンクリート
がら

⑧石膏ボード
スレート等

⑤ガラス
陶磁器くず

瓦類

⑥金属くず

受付

重機スペース
資機材等置場

③可燃物

荷物確認・荷下先指示

入口

搬出ﾙｰﾄ搬入ﾙｰﾄ

仮置場レイアウト(例)

出口

テ
レ
ビ

エ
ア
コ
ン

冷
蔵
庫

冷
凍
庫

洗
濯
機

衣
類
乾
燥
機

⑨家電４品目

※4品目を混在させない

○家電４品目は家電リサイクル法に基づき、それぞれ処理する必要がある
ため、仮置場内では家電４品目やその他家電を混在させない。

○過去災害では、被災者は重量物を車両に載せた後、軽量物を載せる傾向
があるため、荷下ろしのことも踏まえると、軽量物⇒重量物の流れで荷
下ろしできるレイアウトを意識する必要がある。
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その他、仮置場の管理・運営上の留意事項

■作業員の安全管理のため、マスク、手袋、メガネ（アスベスト・粉塵対策）、
露出の少ない作業服、底の厚い安全長靴等を着用する。

■石膏ボードなどのアスベストを含むおそれのある廃棄物が搬入された場合
は、フレコンバック等に密閉し飛散防止に努める。

■特に高温となる夏季は自然発火が生じやすいことから、以下の点に留意する。

・木くず（解体木、生木）や廃プラ等の可燃
物は高さ5ｍ以下、一山当たりの設置面積
を200㎡以下にする
・定期的に堆積物の切り返しを行う
・蒸気の発生等について、目視による観察
を定期的に行う 仮置場での火災

（宮城県提供）

■仮置場内を一方通行とし、入口と出口を分ける

■注意事項や分別品目ごとの看板を設置するとともに、開設直後はいわゆる
「見せごみ」を置いておき、分別を誘導する。
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３ その他 留意事項

（１）家電リサイクルの対応

（２）農業廃棄物の対応

（３）補助金の活用



45

（１）家電リサイクルの対応

家電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）
は、家電リサイクル法に基づく処理が必要になります。

家電４品目の引渡しにあたっては「自治体用家電リサイクル券（※）」を
記入・貼付して指定引取場所に引き渡す必要があります。

※自治体がリサイクル対象家電の不法投棄処理や災害廃棄物処理を行う際に使用できる自治
体専用の家電リサイクル券で、１部で６台まで記入できる特別なリサイクル券。
 （家電リサイクル券センター：０１２０－３１－９６４０）

【業務フロー】

一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター「家電リサイクル券システム運用マニュアル（自治体用家電リサイクル券版）」から
https://www.rkc.aeha.or.jp/info/download.html
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（２）農業廃棄物の対応

【過去災害での取り扱い】

一方で、農業用ハウス等の倒壊が発生し、これらが長期間放置されると新
たな災害等により周辺環境へ支障を及ぼすおそれがあるため、市町村が生
活環境保全上処理が必要と判断し、これらの農業用ハウス等について、一
体的に収集（撤去を含む）、運搬及び処分を行う場合には補助対象となり
得る。

※詳細は災害関係業務事務処理マニュアル（令和5年12月改訂） P153 問96参照

⇒具体的な補助スキームについては、災害の都度、環境省及び農林水産省
から通知が発出されるため、農業廃棄物が発生し、長期間放置されると
新たな災害等により周辺環境へ支障を及ぼすおそれがあり、生活環境保
全上、市町村で処理をせざるを得ない状況であれば県に当該状況を添え
てご相談ください。

【基本的な考え】

農地、農業用施設用地の災害廃棄物の処理は管理者が行う
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（３）補助金の活用

（出典：災害関係業務事務処理マニュアル（R5.12改定）環境省）
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市町村負担割合 １０％ ４．３％ ２．５％ ～２．５％

（出典：災害関係業務事務処理マニュアル（R5.12改定）環境省）
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■災害査定時、支出の根拠・証明になるものが求められる

補助金申請に向けた“発災初動期”の留意点

【行政側】

・被害状況や仮置場、購入備品等の写真は必ず撮影しておく必要がある。

⇒発災時にはとりあえずいろんな写真撮っておく

・委託事業者に対して支出の根拠・証明になる資料の提出を求める。

【委託業者に求めるもの】

・数値の根拠資料（計量伝票や作業日報等）及び当該集計データ

⇒集計データに誤りがないように、突合作業をしっかり行うように依頼

・定期的に作業状況や仮置場全景、設置した仮設備の写真

※委託事業者が準備すべき根拠資料については「災害廃棄物（片付けごみ）対応マ
ニュアル～仮置場を管理する産業廃棄物処理業者の立場から～（R3.9）一般社団
法人日本災害対応システムズ」が参考になる。
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①被害状況

特に水害は水が引くと被害状況が分かり辛い、可能な限り直後の状況を撮影する。

※過去災害では動画を撮影、動画から写真を切り出して対応した事例あり（動画は撮影場所も特
定しやすい）

②仮置場

○仮置場開設前の状況

仮置場に廃棄物を入れる前の状況を撮影する（現状回復根拠に不可欠なものになる）

○仮置場で使用するために購入、リースした物、構造物

災害査定時には仮置場が閉鎖されている事が多く、使用実績は写真でしか確認できません

例：チェーン・鎖、敷き鉄板（設置枚数分かるように）、コーン、柵、仮設トイレ 等

③購入した消耗品・備品

納品後速やかに撮影。使用しているところも撮影する。

■写真撮影のポイント

どこでも使用できる消耗品やリース品など、本当に災害廃棄物処理のために使用したのか証明
できるのは写真のみ。

⇒当該写真があることで査定時説明が容易になる

査定官によっては当該事実を証拠書類で確認できない場合は減額査定されることもある



51

４ 災害時支援協定
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災害廃棄物処理に係る災害時支援協定

片付けごみ
解体ごみ

・収集・運搬
・処分
・仮置場の管理・運営

大規模災害で発生した災害廃棄物の処理を迅速かつ円滑に進めるためには、各関

係団体との広域的な連携体制の構築など、事前の備えが重要となる。

県では、下記のとおり、県内の関係４団体と、それぞれ災害廃棄物処理に係る支援

協定を締結している。

熊本県産業資源循環協会

熊本県環境事業団体連合会

・仮設トイレの設置
・し尿等の収集・運搬

熊本県清掃事業協同組合

・一般家庭等の生活ごみ、
片付けごみの収集・運搬

熊本県解体工事業協会

・危険性、緊急性の高い
被災建築物の解体、撤去
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産業資源循環協会との支援協定に係る事務フロー

罹災市町村
熊本県

（循環社会推進課）

協 会

協会支部

協会支部会員

①支援要請

②支援要請

⑤支援指示

③受諾
④受諾報告

⑥受諾

⑧受諾
⑦支援要請

⑨詳細協議、支援（処理作業等）の実施
廃棄物処理委託契約

⑩実績報告

⑪実績報告

⑫実績報告

〔平時の連携〕
・仮置場候補地の情報共有や
現地確認

・発災時の対応に係る事前協議
・人材、機材等情報提供
・災害訓練等参加 など

※他の団体との支援協定についても、ほぼ同様の流れとなる
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様式１　(第５条、６条、７条関係)

　熊本県知事　様

自治体名

種類

台数

年　　月　　日

支援を要請する場所

災害廃棄物処理支援に係る要請書

　　災害時における廃棄物の処理等の支援活動に関する協定書第５条に基づき、下記のとおり協力を
　要請します

記

　　　　　　　　　　　　　課　　　　　　　　　　　　係

担当者及び連絡先 職　　　　　　　　　　　氏名
職　　　　　　　　　　　氏名
（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（携帯電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

市　町　村　名

要請人員

　　熊本県環境生活部循環社会推進課宛
　　ＦＡＸ：０９６－３８３－７６８０

要請人員

要請する
車 輌 等

支援要請の内容

要請期間

支援要請書例

■支援を要請する場合は、
要請書をＦＡＸ等により、
県循環社会推進課へ送
付してください。

※FAX等が使用できない
場合は電話連絡でも可

■各様式については、配布
済ですが、再度必要な場
合は県循環社会推進課に
御連絡ください。

【連絡先】
熊本県環境生活部環境局
循環社会推進課
TEL：096-333-2277
FAX：096-383-7680
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■事前に市町村と協会員で情報共有・事前協議（現地確認を含む）を行い、
 仮置場の候補地やレイアウト、住民への周知内容等について共通認識を
 持つことで、災害時にもスムーズに対応できる。

熊本県産業資源循環協会との平時の連携

城北支部

熊本市支部

荒玉支部

宇城支部

南部支部

天草支部

熊本市全域

宇土市・宇城市・美里町・甲佐町・御船町・嘉島町・
益城町・山都町

玉名市・玉名郡・荒尾市

山鹿市・菊池市・合志市・大津町・菊陽町・阿蘇市・南小国
町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村・大津町

八代市・八代郡・水俣市・芦北郡・人吉市・球磨郡

天草市・天草郡・上天草市

＜各支部担当区域＞
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○ 令和８年３月に熊本県災害廃棄物処理計画（※）を改訂しました。

【主な改定内容】
・国の推計方法見直しに伴い、本県の災害廃棄物発生推計量を見直し
・令和７年８月豪雨対応を踏まえ、反省点・改善点を追記

○ 熊本県ホームページに掲載していますので、市町村災害廃棄物
処理計画の見直しや災害廃棄物処理に係る平時の備え、発災時
の対応等にご活用ください。

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/53/262015.html

熊本県災害廃棄物処理計画の改訂について

※熊本県廃棄物処理計画（第６期）第８章「災害廃棄物の処理に関する事項」
 が熊本県災害廃棄物処理計画として位置づけられています。

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/53/262015.html
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